
様 式 １ （ 第 ３ 条 第 １ 項 関 係 ）  

 

ボ ラ ン テ ィ ア 活 動 登 録 申 込 書  

 

 

 

 国 立 病 院 機 構 熊 本 医 療 セ ン タ ー 院 長  殿  

 

 

 貴 院 に お い て 、ボ ラ ン テ ィ ア 活 動 を 行 い た い の で 、下 記 の と お り 登
録 を 申 し 込 み ま す 。  

 

             申 込 年 月 日 ： 令 和   年   月   日  

 申  込  者  

 （ 個 人 ）  

 氏  名                                男  ・  女  

 電  話   

 団 体 の 場 

 合 連 絡 先 

 団 体 名  

 代 表 者  

 住  所  

 電  話  

 

 

 志 望 さ れ た 動 機 

 及 び 活 動 希 望 内 容 

 希 望 日 ・ 時 間 帯  

 

 今 ま で の  

 ボ ラ ン テ ィ ア の  

 経 験 の 有 無  

有 ・ 無  （ 有 の 場 合 は 、 活 動 内 容 及 び 場 所 を 記 入 ）  

 当 院 で の 活 動 の  

 有 無  

有 ・ 無  （ 有 の 場 合 は 、 活 動 内 容 及 び 場 所 を 記 入 ）  

 現 在 の 健 康 状 態  
 

 趣 味 ・ 特 技 な ど  
 

 ボ ラ ン テ ィ ア 保 険  

 加 入 の 有 無  

有 ・ 無  （ 有 の 場 合 は 、 保 険 加 入 写 し を 添 付 ）  

    （ 無 の 場 合 は 、 病 院 で 加 入 手 続 き し ま す ）  

 そ の 他 参 考 と な る  

 事  項  

 

 

  



様 式 ２ （ 第 ３ 条 第 ２ 項 関 係 ）  

 

ボ ラ ン テ ィ ア 活 動 参 加 申 込 書  

 

 

 

 国 立 病 院 機 構 熊 本 医 療 セ ン タ ー 院 長  殿  

 

 

 貴 院 に お い て 、ボ ラ ン テ ィ ア 活 動 を 行 い た い の で 、申 し 込 み ま す 。  
 

 

             申 込 年 月 日 ： 令 和   年   月   日  

 申  込  者  

 （ 個 人 ）  

 氏  名                                男  ・  女  

 電  話   

 申  込  者  

 （ 団 体 ）  

 団 体 名  

 代 表 者  

 住  所  

 電  話  

 

 ボ ラ ン テ ィ ア 活 動  

 参 加 希 望 内 容  

 

 ボ ラ ン テ ィ ア 活 動 希 望 日 時 等  

 令 和   年   月  

 

 希 望 日 や 時 間  

 

 な ど を 記 入 し  

 

 て 下 さ い 。  

 

 令 和   年   月  

 

 希 望 日 や 時 間  

 

 な ど を 記 入 し  

 

 て 下 さ い 。  

 

 
 

 

 

 

 



別 紙 １ （ 第 ６ 条 第 １ 項 関 係 ）  

 

 

国 立 病 院 機 構 熊 本 医 療 セ ン タ ー  

ボ ラ ン テ ィ ア 誓 約 書  

 

 

 

 

 

 私 は 、 国 立 病 院 機 構 熊 本 医 療 セ ン タ ー に お い て 、  

 

ボ ラ ン テ ィ ア 活 動 を 行 う に 当 た り 、 別 添 「 ボ ラ ン テ  

 

ィ ア 活 動 参 加 者 の し お り － ボ ラ ン テ ィ ア の 心 得 － 」  

 

を 遵 守 す る こ と を 誓 い ま す 。  

 

 

 令 和   年   月   日  

 

 

 

 

        住  所              

 

 

        氏  名            印  

 

 

 

 

 

国 立 病 院 機 構 熊 本 医 療 セ ン タ ー 院 長  殿  

 



別 紙 ２ （ 第 ６ 条 第 １ 項 関 係 ）  

 

 

国 立 病 院 機 構 熊 本 医 療 セ ン タ ー  

ボ ラ ン テ ィ ア 活 動 参 加 者 の し お り  

－ ボ ラ ン テ ィ ア の 心 得 －  

 

 

１ ． ボ ラ ン テ ィ ア 活 動 参 加 者 と し て 守 っ て い た だ き た い こ と  

 ①  ボ ラ ン テ ィ ア コ ー デ ィ ネ ー タ ー と よ く 連 絡 し 合 い 、 そ の 指 示
  に 従 っ て 下 さ い 。  

 ②  全 て の 患 者 さ ま に 平 等 に 対 応 し 、 特 に 親 し い 患 者 さ ま を つ く
  ら な い で 下 さ い 。  

 ③  患 者 さ ま か ら 医 療 の 専 門 分 野 に つ い て 聞 か れ た 場 合 は 、 近 く
  の 職 員 あ る い は ボ ラ ン テ ィ ア 運 営 委 員 に お 知 ら せ 下 さ い 。  

 ④  患 者 さ ま の 氏 名・病 名 や 病 院 職 員 の 情 報 な ど 、病 院 で 知 り 得  
 た こ と に つ い て は 他 言 し な い で 下 さ い 。ま た 、ボ ラ ン テ ィ ア 活   
動 を 辞 め た 後 も 同 様 に 他 言 し な い で 下 さ い 。  

 ⑤  ボ ラ ン テ ィ ア 活 動 参 加 中 、け が を し た り 、気 分 が 悪 く な っ た  
 り し た 場 合 は 、 遠 慮 な く 近 く の 職 員 あ る い は ボ ラ ン テ ィ ア 運 営  
 委 員 に 申 し 出 て 下 さ い 。  

 

２ ． 患 者 さ ま や そ の 家 族 等 へ の 接 し 方 に つ い て  

 ①  自 分 に 不 向 き 、重 荷 と 思 わ れ る こ と に つ い て は 、そ の 理 由 を  
 よ く 説 明 し 、 引 き 受 け な い で 下 さ い 。  

 ②  ユ ニ ホ ー ム 等 が あ る 場 合 は 、 そ れ を 着 用 し て 下 さ い 。  

 ③  ボ ラ ン テ ィ ア 活 動 内 容 に よ り 、 靴 は 運 動 靴 又 は か か と の 低 い
  も の を 履 く な ど 、 活 動 に ふ さ わ し い も の を 着 用 す る よ う 努 め て
  下 さ い 。  

 ④  他 人 に 不 愉 快 な 感 じ を 与 え な い よ う 、 身 だ し な み を 整 え ア ク
  セ サ リ ー や 指 輪 を 外 し 、 マ ニ キ ュ ア や 香 水 も な る べ く 使 わ な い
  な ど 、ボ ラ ン テ ィ ア 活 動 内 容 に ふ さ わ し い 装 い に 努 め て 下 さ い 。 

 ⑤  常 に 笑 顔 と 明 る い 態 度 を 心 が け 、 丁 寧 な 言 葉 遣 い で 接 す る よ
  う 努 め て 下 さ い 。  

 ⑥  ボ ラ ン テ ィ ア 活 動 以 外 の 活 動（ 政 治 、宗 教 等 ）を 持 ち 込 ま な  
 い で 下 さ い 。  

 ⑦  ボ ラ ン テ ィ ア 活 動 に 参 加 す る 前 後 の 手 洗 い や う が い 等 、 自 分
  自 身 の 健 康 に 十 分 気 を 付 け て 下 さ い 。  

 

３ ． 継 続 的 な ボ ラ ン テ ィ ア 活 動 の 場 合 、 注 意 し て い た だ き た い こ と  

 ①  ボ ラ ン テ ィ ア 活 動 者 と し て 登 録 を 行 っ た 場 合 、「 ボ ラ ン テ ィ  
 ア 保 険 」 に 加 入 し て い た だ き ま す （ 病 院 で 加 入 ） 。  

 ②  ボ ラ ン テ ィ ア 活 動 中 は 、参 加 日 、活 動 時 間 及 び 活 動 内 容 等 を 、
  備 え 付 け の「 ボ ラ ン テ ィ ア 活 動 記 録 ノ ー ト 」に 記 録 し て 下 さ い 。  

 ③  ボ ラ ン テ ィ ア 活 動 中 は 、 病 院 で 準 備 し て い る エ プ ロ ン と 名 札
  を 着 用 し て 下 さ い 。  

 ④  私 物 は 、決 め ら れ た ロ ッ カ ー に 入 れ 施 錠 し 、自 ら 管 理 し て 下  
 さ い 。  

 ⑤  ボ ラ ン テ ィ ア 活 動 参 加 者 へ の 連 絡 方 法 は 、 ボ ラ ン テ ィ ア コ ー
  デ ィ ネ ー タ ー の 指 示 に 従 っ て 下 さ い 。  

 ⑥  ボ ラ ン テ ィ ア 活 動 参 加 者 の 連 絡 先 に つ い て は 、 病 院 か ら は 提
  供 し ま せ ん の で 、連 絡 先 の 交 換 に つ い て は 、必 要 が あ れ ば 各 自  
 行 な っ て 下 さ い 。   

 ⑦  病 院 で 定 め ら れ た 健 康 診 断 は 、 必 ず 受 け て 下 さ い 。  

 


